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召集年月日 平成２５年８月２６日（月） 

召集の場所 おおい町役場 ２階 正庁 

 

開会    平成２５年８月２６日 午後２時００分 

閉会    平成２５年８月２６日 午後２時１５分 

 

出席委員 

１番 山本 修    ２番 松宮利廣   ３番 小原好一 

４番 西 忠彦（会長）５番 中川啓二   ６番 福井明美    

７番 寺本淸二    ８番 中嶋義男   ９番 小川宗一 

１０番 渡辺俊策   １１番 東 茂正  １２番 木村正行  

１４番 石橋高志   １６番 猿橋 巧  １８番 吉岡靖夫    

２０番 小畑信幸   ２１番 田中 廣（職務代理）  

２２番 大下利男       

欠席委員（４名） 

１３番 山下大三郎  １５番 粟谷善一   １７番 小間美也子      

１９番 藤原義隆       

 

出席事務局 

 事務局長 反田志郎  事務局次長 奥 治房  書記 竹浦千鶴     

 

提出議案 

議案第２９ 号  農 地 法 第 ５条第１項の規定による農地の転用及

び 所 有 権 移転許可申請審議について  
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事務局長   皆さんご苦労様です。 

ただ今から、平成２５年 第７回おおい町農業委員会

を開催いたします。 

本日の日程についてご案内をさせていただきます前に、 

１３番山下委員、１５番粟谷委員、１７番小間委員、１

９番藤原委員から欠席の連絡を受けております。 

本日の議案は、あらかじめ届けさせていただいており

ます１議案を予定しておりますのでよろしくお願いいた

します。 

       開会にあたりまして、会長から、開会のあいさつをい

ただきたいと存じます。 

       会長、よろしくお願いいたします。 

 

会  長   本日は、平成２５年 第７回おおい町農業委員会を招

集させて頂きましたところ、皆様方には何かとお忙しい

中、ご出席頂きまして誠にありがとうございます。 

今日の午前中は、福井県農業会議と合同によります

「農地パトロール」が実施され、職務代理、農地正副委

員長、農政正副委員長の６名の方にお世話になりました。 

また、早くも「ハナエチゼン出荷」のニュースなど、

活気に満ちた話題が聞こえる反面、豪雨によりコシヒカ

リが被災するなど、農業は大変なものだと実感した次第

であります。 

それでは、本日上程の１議案、慎重審議いただきます

よう、よろしくお願い申し上げます。 

 

議  長  それではただ今から議事に入ります。 

本日の出席委員は、１８名でございます。よって会議 

規則第６条の規定により会議が成立いたしますので、  

お手元の会議日程に基づいて会議を進めさせて頂きます。 

 

 

議  長  日程１ 会議録署名委員の指名についてでありますが、

恒例により、わたしのほうから指名させていただいてよろ

しいでしょうか。 

 

            （異議なし） 

 

議  長  それでは、１８番 吉岡委員さん と ２０番 小畑委員さ

んを指名いたします。 

 

 

議  長  日程２ 議案第２９号 農地法第５条第１項の規定によ
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る農地の転用及び所有権移転許可申請審議について、を議

題とします。 

それでは、議案の内容について事務局が説明致します。 

 

局  長  はい、議長。 

議案第２９号は、おおい町○○の○○○○○○○が○

○を建設する際に、住宅が隣地の○○○○氏の農地にか

かるため、必要面積を○○により譲り受け、転用するも

のであります。 

詳細については、書記の竹浦に説明させます。 

 

書記（竹浦） はい、議長 

 （事務局書記、議案第２９号資料説明） 

申請地の○○区集落内は、公共性の低い農地が点在し 

ておりますので、福井県の許可基準 その他の第２種農

地に該当し、許可できるものと判断されます。 

 

議  長   ただ今、事務局から説明がありましたが、この案件に

 つきまして、農地委員さんに現地確認をして頂いており

 ますので、農地委員さんからご報告願います。 

 

吉岡委員   はい、議長 

  本案の現地につきましては、２３日の午前９時３０分

から福井委員と私と事務局２名同行のもと、現地を確認

してまいりました。 

       現地は、○○○○○○○の○○が建設中で、申請地に

は住宅の一部がかかっており、下水道管の枡が設置され

ていました。 

申請地が必要となった経緯ですが、○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○、

農地転用の手続きが必要なことが判明したと、事務局よ

り報告を受けております。 

違反転用での申請でありますが、必要最低限の農地転用

でありますので、今回の申請はやむを得ないと思われま

す。 

 

議  長   事務局からの説明と、ただ今、農地委員さんからご報

告がございましたが、それでは、議案第２９号につきま

して、何かご意見、ご質問ございませんか。 

 

渡辺委員  違反転用と聞いたが、始末書は取っているのか。 
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竹浦書記  ５条申請書の提出とともに、必要書類として添付してい

ただいています。 

 

議  長  他にご意見ありませんか。 

 

議  長  ご意見、ご質問がないようですが、ご異議はございませ

んか。 

 

            （異議なし） 

 

議  長  ご異議がないようでございますので、議案第２９号 農

地法第５条第１項の規定による農地の転用及び所有権移転

許可申請審議については、許可相当の意見を付して県へ進

達するものと決定します。 

       

議  長  それでは、これをもちまして上程いたしました全ての日

程を終了いたします。 

 

議  長  それでは、その他につきまして、事務局よりお願いいた

します。 

 

（事務局、その他案件報告） 

 

議  長  それではこれで、平成２５年第７回の委員会を終了いた

します。慎重審議ありがとうございました。 


